
 

 

 降格について法律上の定義はありませんが，一般的には，懲戒処分としての降格

と，業務命令としての降格に分類されます。 

 懲戒処分としての降格は，懲戒処分に対する法規制を受け，その要件と効果につ

いて就業規則で定められていることが必要です。 

 業務命令としての降格は，人事権の行使として行われるものですから，就業規則

の根拠は必ずしも必要とせず，使用者が業務命令や人事に関して有する裁量権を前

提としつつも，降格される地位に応じてそれぞれ法規制を受けることになります。 
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Ｑ888．降格にはどのようなものがありますか？ 


